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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年１１月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年６月２日 １２時１０分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市富
と

島港北西方沖 

 富島港北防波堤灯台から真方位３３３°１,７００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３３.９′ 東経１３４°５５.４′） 

事故の概要  漁船住
すみ

吉
よし

丸は、南東進中、また、プレジャーボート平成
へいせい

丸は、漂泊

中、両船が衝突した。 

 平成丸は、船長及び同乗者２人が負傷し、右舷中央部外板の破口等

を生じ、また、住吉丸は、船首材に破損等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年６月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 住吉丸、４.９トン 

   ＨＧ３－３６３１６（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.９５ｍ（Lr）×３.０６ｍ×１.１５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６３

年７月２２日   

Ｂ プレジャーボート 平成丸、１.９トン 

   ２５０－２７１４９大阪、個人所有 

   ７．９５ｍ（Lr）×２.１２ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、４７.０７kＷ、平成４年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定  

      免許登録日  昭和５１年４月９日 

      免許証交付日 平成２８年６月２２日 

            （令和３年１０月５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５０歳 

一級小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２２年１２月９日 

    免許証交付日 平成２８年２月１７日 

           （令和３年２月１６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 ３人（船長及び同乗者２人） 

 損傷 Ａ 船首材に破損等 

Ｂ 右舷中央部外板に破口を伴う割損、機関室等に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ  

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、令和元年６月２日１２時００分

ごろ底びき網漁の操業を終え、富島港に向けて富島港北西方沖の漁場

を出発した。  

 船長Ａは、操舵室で操船に当たり約７ノット（kn）の対地速力で航

行を続けていたが、船首方向に他船を認めなかったので富島港入港前

に漁網に付着した海藻等を除去する作業（以下「漁網作業」とい

う。）をすることとし、主機及び舵を遠隔操縦に切り替えて船尾甲板

に向かった。 

 船長Ａは、船尾甲板で船尾方を向いた姿勢で漁網作業を開始し、時

折、顔を振り向き船首方等の周囲を見ながら、漁網作業を続けた。

（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図１ Ａ船の配置 

 

 Ａ船は、船長Ａが１２時１０分ごろ船首方を見た際、Ｂ船が船首方

至近に接近していることに気付き、行きあしを止めようと遠隔装置で

主機を中立運転としたが、そのまま惰性で前進し続け、Ａ船の船首部

とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、０６時００

分ごろから明石海峡周辺において移動しながら釣りを行っていた。 

 Ｂ船は、１２時０５分ごろ、富島港沖に到着し、船長Ｂが船首を南

西方に向けて機関を停止し、漂泊した状態で釣りを行うこととした。 

Ｂ船は、船長Ｂが右舷船尾部で、同乗者のうち１人（以下「同乗者

Ｂ１」という。）が操縦区画の右舷側で、もう１人の同乗者（以下「同

乗者Ｂ２」という。）が左舷船尾部でそれぞれ釣りを開始した。（図２

参照） 

ネットローラ 

操舵室 

船長Ａ 

遠隔操縦装置 

漁網 
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         図２ Ｂ船の配置 

 

 船長Ｂは、右舷方約２００ｍを富島港付近に向けて航行するＡ船を

認め、Ａ船の動きを見ていたところ、Ａ船が、Ｂ船の船首方を通過し

ていくように見えたので、Ｂ船に向かって来ることはないと思い、釣

りを続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船との距離が約１００ｍとなったときに衝突のおそれ

を感じたが、Ａ船の回避動作が左右のどちらの方向に転舵するかが分

らず、Ｂ船が回避動作をとるとかえって危険になると思い、Ａ船の動

静を見ていた。 

 Ｂ船は、１２時１０分ごろ、Ｂ船の右舷中央部とＡ船の船首部とが

衝突した。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂ１は、衝突の衝撃で海上に投げ出されたが、１

２時１５分ごろ船長ＡによってＡ船に引き上げられた。 

Ｂ船は、右舷中央部に生じた破口から機関室に浸水して自力での航

行ができなくなり、同乗者Ｂ２もＡ船に移乗した上で、Ａ船に横抱き

の状態でえい
．．

航され、１２時４０分ごろ富島港に入港した。 

船長Ｂ、同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２は、後日、病院を受診し、船長Ｂ

が頸
けい

椎捻挫、同乗者Ｂ１が右肋
ろっ

骨不全骨折、頸椎捻挫、左足打撲傷及

び左股関節捻挫、同乗者Ｂ２が頸椎打撲及び頸椎捻挫とそれぞれ診断

された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項 船長Ａは、漁網作業を入港後に行うこともあったが、本事故当時、ふ

だんの休日と比べて周囲にプレジャーボート等の船舶が少なく、また、

漁網の付着物が少なかったので短時間の作業になると思い、漁網作業を

航行中に行うこととした。 

Ａ船は、船長Ａが漁網作業を行っていた位置から、操舵室等の構造物

によって船首方に死角が生じていた。（写真３参照） 

 

船長Ｂ 

同乗者Ｂ２ 

同乗者Ｂ１ 

操縦区画 
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    写真３  漁網作業中の船長Ａの船首方の死角 

 

Ｂ船の乗船者は、いずれも膨張型ベルト式の救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、富島港北西方沖を南東進中、船長Ａが、船首方向に船舶が

いないと思い、船尾甲板で、時折、顔を振り向き船首方向等の周囲を

見ながら漁網作業を行い航行を続けたことから、至近に接近するまで

Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、船首方向を確認した際、船尾甲板で漁網作業を続けた姿

勢で顔を船首方に振り向けていたことから、Ｂ船を操舵室等の死角に

よって認めることができなかった可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、富島港北西方沖において船首を南西方に向けて漂泊中、船

長Ｂが、南東進するＡ船を認めたものの、Ａ船がＢ船の船首方を通過

するものと思い、漂泊を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、富島港北西方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、船首方向に船舶がいないと思い、船尾甲板で漁網作業

を行い航行を続け、また、船長Ｂが、南東進するＡ船を認めたもの

の、Ａ船がＢ船の船首方を通過するものと思い、漂泊を続けたため、

両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中、甲板上等で作業を行わなければならない場合は、操舵室

等の構造物による死角を補う見張りを継続した状態で行うこと。 

 ・漂泊中であっても、接近する他船を認めた場合はその動向を継続

的に観察し、他船が避けてくれると思い込まず、余裕がある時機

に機関を用いて移動するなど、衝突を避けるための措置を講じる

こと。 

船首方 
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 ・相手船の行動に疑問がある場合は、早期に汽笛等により信号を行

うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富島港北防波堤灯台 

淡路市 

 

播磨灘 

淡路島 

富島港 

事故発生場所 
（令和元年６月２日 
１２時１０分ごろ発生） 

大阪市 

淡路島 
和歌山市 

徳島市 

大阪湾 
漁場（Ａ船） 

Ｂ船（漂泊中） × 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

損傷箇所 


